
     

 

     

     

 

     

 

（公 印 省 略） 

三市協第６５号 

令和８年２月１日 

 

各区長 様 

三木市市民協働課 

課長 岩瀬 文彦  

 

青年会議所主催 講演会チラシの回覧について（依頼） 

 

 晩冬の候、貴職におかれましてはますます御清栄のこととお喜び

申し上げます。 

 日頃は、市政につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚くお

礼申し上げます。 

さて、青年会議所主催の講演会について、青年会議所から自治会

回覧の依頼がありました。 

つきましては、ご多用中誠に恐縮ですが、別添チラシの回覧をし

ていただき、周知・ＰＲを図っていただきますようご配慮をお願い

申しあげます。 

 

記 

 

１ 開催内容  別添チラシのとおり 

２ 問合せ先  三木青年会議所 中尾 

        連絡先 090-8521-6309 

３ 配 付 元  市民生活部市民協働課（担当 小林） 

        ・電話    0794-82-2000（内線 2471） 





（ 公 印 省 略 ） 
三市史第１６号 
令和８年２月１日 

 
各 区 長 様 

 
三木市総務部市史編さん室 
室 長  清 原 久 美 子 

   

 

『市史編さんだより』の回覧について（依頼） 

 

 

 晩冬の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 平素は、本市の市史編さん事業にご支援、ご協力を賜り厚くお礼申

し上げます。 

 さて、『市史編さんだより』第１９号の全戸回覧について、ご多用中、

お手数をおかけしますが、ご協力いただきますようよろしくお願い申

し上げます。 

 

記 

 

１ 送 付 物  市史編さんだより 第１９号 

        回覧依頼文書（必要に応じてご利用ください。） 

         

２ 送付部数  貴地区の回覧部数 

 

 

 

 
        （お問い合わせ先）  

市史編さん室 担当：廣井、清原 

〒673-0432 三木市上の丸町４番５号 

三木市立みき歴史資料館２階 市史編さん室 

電話(0794) 83-1120  Fax (0794) 83-1190 

E-Mail:shishihensan@city.miki.lg.jp 

mailto:shishihensan@city.miki.lg.jp


（回覧枠） 
 
 

         

 
 

         

 
 

         

 
令和８年２月１日 

 
各 位 

 
三木市市史編さん室 
室長 清原 久美子 

 
 

『市史編さんだより』の回覧について（依頼） 
 
 

 晩冬の候、皆様には、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 平素は、本市の市史編さん事業に格別のご理解とご協力を賜り厚く

お礼申し上げます。 

 三木市では、市史編さんの取組について皆様に知っていただくため、

このたび『市史編さんだより』第１９号を発行いたしました。 

つきましては、ご多用中とは存じますが、貴自治会の皆様でご回覧

いただきますようよろしくお願い申し上げます。 
 
 
 
 
 
        【お問い合わせ先】）  

総務部市史編さん室 担当：廣井、清原 

〒673-0432 兵庫県三木市上の丸町４番５号 

三木市立みき歴史資料館２階 市史編さん室 

電話(0794) 83-1120  Fax (0794) 83-1190 

E-Mail:shishihensan@city.miki.lg.jp 

mailto:shishihensan@city.miki.lg.jp










（ 公 印 省 略 ） 
                  三 人 第 １ ９ ３ 号 

令 和 ８ 年 ２ 月 １ 日 
 

各 区 長  様 
 
 

男女共同参画センター所長 藤田  英子  
 
 

情報誌「こらぼーよ  第７５号２０２６・冬」について  
（依頼）  

 
晩冬の候、貴職にはますますご清栄のこととお喜び申し上

げます。  
日頃は、まちづくり地域活動の振興について、格別のご理

解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。  
さて、別添のとおり三木市男女共同参画センター情報誌「こ

らぼーよ  第７５号２０２６・冬」をお届けいたします。  
つきましては、誠に恐縮に存じますが、貴地区での回覧を

お願い申し上げます。  
  

記  
 
１ 送付物    ・三木市男女共同参画センター情報誌  

「こらぼーよ 第７５号２０２６・冬」 
 
２ お届けの枚数  各地区の回覧枚数  
 
 
 

【担当課】市民生活部  人権推進課  
男女共同参画センター  
（三木市立教育センター内）  
℡：８９－２３３１  
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みなさまこんにちは。 

いつも主 夫 日 記 にお付 き合 いいただき

ありがとうございます。 

今 週 僕 の家 では、僕 と妻 の仕 事 の日 が

ばらばらで、仕 事 ではない方 が食 事 と洗 濯

の担 当でした。 

日 常 生 活 に必 要 な 

家 事 を男 性 でも女 性  

でも全 部 できれば、さまざまな場 面 で困 る

ことはありませんが、みなさんのお宅 ではど

のように役 割 分 担 していますか？ 

  

 先 日 、知 り合 いのご家 庭 の役 割 分 担 を

お聞 きしてとてもびっくりしました。知 り合

いのご家 庭 では、夫 は食 事 の支 度 は全 くで

きないし、しないのに食 洗 機 （食 器 洗 い乾

燥 機 ）を勝 手 に買 い替 えたのだそうです。 

このご家 庭 では以 前 家 族 が多 かった頃

から大 きめの食 洗 機 を使 い続 けており、２

人 暮 らしになっても調 理器 具 が一 緒に洗 え

て重宝 していたと。 

それなのに夫 が妻 に相 談 せずに小 さい

食 洗 機 に買 い替えたそうです。 

 

 

 

 

 

小 さい食 洗 機 は水 や電 気 の節 約 になる

と思 ったのかもしれませんが、このご家 庭

にとっては、食 器 が少 ししか入 らない上 に

綺 麗 にも洗 えず、使 い物 にならなかったそ

うです。思 い切 って夫 に撤 去 をお願 いした

けど、その後 は食 器 乾 燥 機 すら買 ってもら

えないのだとか。 

 小 さい食洗 機 が無 駄 になった上 に、お金

の節 約 にも家 事 の省 力 化 にもなっていませ

んね。 

 

こういったことは、職 場 や、自 治 会などで

もあるのではないでしょうか？ 

例 えば自 治 会 のイベントで、大 まかな流

れを男 性 主 体 の会 長 ・副 会 長 が決 めてい

るけれど、実 際 には主 に女 性 のお世話 係 が

準 備 をし、当 日 も臨 機 応 変 に対 応 していな

いでしょうか？ 

それなのにイベント後 の反 省 会 にはお世

話 係 の人 は少 数 しか参 加 してくれず、意 見

もあまり言 ってもらえないというのも、よく

ある話 だと思 います。 

また、これまで続 いてきたイベントの継 続

が 難 しく なっ て い る と い う 話 も 同 様 で す

ね。 

 

 

 

知 り合 いのご家 庭 でも職 場 や自 治 会 な

ど、どこでも同 じだと思 うのですが、「意 思

決 定 の場 」に、実 際 に機 械 を使 ったり現 場

で臨 機 応 変 な対 応 をしたりしている人 が参

加 して意 見 を言 えること、そして意 見 を言

えるような場 にすることが大 切 だと思 いま

す。 

そうすることで、無 駄 が省 かれ、現 状 に

基 づいた新 しい方 法 につながるのではない

でしょうか。 

 

 さて、政 治 の面 では、２０２５年 １０月 ２１

日 に女 性 が初 めて総 理 大 臣 に選 出 されま

したね。 

政 治 の分 野 で女 性 が総 理 大 臣 に就 いた

ことは、女 性 では担 えないと思 われていた

立 場 をこれからは女 性 も担 うことになる記

念 すべき第一 歩 です。 

男性 だけではなく、 

みんなの力 が発 揮 でき 

る社 会になることを願  

います。（ 編 集委 員 ： I）  

主夫日記：「意思決定の場」にみんなの声を！ 



 

 

 

三木市の取り組み「みきウイメンズすてっぷあっぷ塾」とは（仮題） 

 

 

 

三木市の男女共同参画センターでは、令和4

年度から女性リーダー育成講座「みきウィメ

ンズすてっぷあっぷ塾」を開催しており、今

年で4年目になります。 

令和7年度は、「政治分野の男女共同参画」

をテーマに、さまざまなことを学んでいま

す。 

講座の内容は、政治は自分たちとは違う世

界のものではなく、“自分の暮らしと直結す

る身近なもの”であると改めて実感できる内

容です。 

議会や選挙の仕組み

を学び、実際に議会の

傍聴に行く機会もあり

ました。 

現職女性議員との懇

談会も企画されており、最終回では、マニュ

フェストやポスターを作成する「模擬選挙」

を行う予定となっています。 

また、コミュニケーション能力やプレゼン

テーション能力を身につける講座もあり、仲

間同士での意見交換や、人の意見に反論する

練習なども行われ、新しい視点を得られる貴

重なカリキュラムとなっています。 

 

「すてっぷあっぷ塾」の受講生の皆さんから

いただいた感想をいくつかご紹介します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三木市の未来をより良くしたい、地域の声

を届けたい—。そう願っている受講生が歩む

一歩一歩が、三木のまちづくりの力になるこ

とを期待しています。（編集委員：O） 

 

男女共同参画センターからのお知らせ 

●「伝わって、伝えたことになる」「まくらことば

で自分も相手も尊重する」など、仕事にも生活

にも役立つスキルをいただきました。 

●自分で自分の価値に気づくのは大変かもし

れないですが、今回のような講座で気が付くこ

とができるなら、多くの人に受講して欲しいと思

いました。 

●具体的なマイクの角度や、「キーワード」を議

論に入れることなど、大変勉強になりました。プ

レゼンは苦手ですが、克服したいです。 

●今まで自分の経験することがない感覚で自

分と向き合うことができました。自分が大切と思

っていること、この勉強で気づけたこと、先生の

講義が受けられたこと、本当に幸せに思いまし

た。 
 

 

お知らせ① 令和８年度女性リーダー育成講座について(予定) 
   

   『女性のための行政まなび体験講座～知る・考える・議会で体験～』 

市役所や行政の仕組みを知り、身近な課題について考え、思いを伝える育てる

講座です。最終回は女性の意見を表明する「女性議会」を体験！ 

お知らせ② 男女共同参画に関する図書の貸出について 
   

 男女共同参画に関する図書は、市民の皆さまが利用しやすいよう内容を充実さ

せ、男女共同参画センターに隣接する図書館にて貸出を行いますので、４月１日以降

は図書館をご利用ください。 

 

 



  

世界初の女性大統領は 1980 年、ジェンダーギャップ指

数＊で１６年連続第１位のアイスランドから誕生しました

（第４代）。その後、2024 年に 2 人目の女性大統領が就任

しています（第７代）。 

この秋、日本でも初の女性総理大臣（第１０４代）が誕

生しました。これを契機にすべての個人がさまざまな分野

において能力を最大限に発揮できる男女共同参画社会の一

層の推進が期待されます。  （編集委員:G） 

ジェンダーギャップ指数＊とは 

世界経済フォーラムが経済、教育、政治、健康の 4 つの分野における男女間

の格差を数値化したもの。 

 

＝編集後記＝ 

では、どうすればいいのか。自問自答を繰

り返す中で、今年度の「みきウィメンズすてっ

ぷあっぷ塾」に参加し、思いが伝わるプレゼン

テーション力について学びました。 

その中で講師の先生は、恥ずかしさやため

らいを取り除き、自分をさらけ出して「自分自

身を演じなさい」と話されました。 

「思いは伝わらなければ何も始まりません。

だからこそ相手に情熱が伝わるように話すこ

とが大切だ」とも言われました。 

 

 

 

 

 

発言できるチャンスはいつでもあることで

はないので、日常生活の中でも意識を少し変

えて、自分らしく力が発揮できるように、今ま

でのフラストレーションをエネルギーに変え

て、未来へ繋げていきたいと思いました。 

                 （編集委員：T） 

三木市福井1933-12 教育センター3階 

TEL：0794-89-2331 FAX：0794-82-8120 

開館日時：月曜～金曜9時～17時（祝日を除く） 

ホームページからも 

ご覧いただけます 

三木市男女共同参画センター 

愛称：こらぼーよ 

「自分らしく力を発揮」するために 

米誌フォーブス＊が１２月１０日、今年の「世界

で最もパワフルな女性１００人」を発表し、高市

首相を 3 位に選びました。 

「世界第4位の経済大

国である日本がインフレ

と賃金停滞というおな

じみの課題に直面する

中、それらに対応する役   

割に就く」経済効果等を理由に選出されまし

た。男女共同参画社会の実現に向けた大きな

一歩です。 

私自身、就職氷河期に就職し、現在は子育て

をほぼ終え５０代を迎えました。 

時代背景的にも常に閉塞感、不安感が拭え

ない状況で、政治にも社会にも安心と信頼感

が持てず、子どもたちの未来、自分たちの老後

への不安などを常に抱えて生きてきました。 

変わらない現実を諦めて受け入れることに

よるフラストレーションを感じていました。 

 

 

しかし「この感覚はいつまでも引き継いでい

くものではない、時間は平等に与えられてい

る、未来に向けて何か出来ることはないか」と

思い始め、「先ずは自分が確実に一歩踏み出し

てみよう」という気持ちになりました。 

 

米誌フォーブス＊（Forbes）とは  

アメリカ発祥の世界的な経済・ビジネス誌 

金融・テクノロジー・リーダーシップ・起業家精神・ライフスタイ

ルなど幅広い分野を取り扱っている。 



隣保館だより
ホームページURL

https: //w ww.city.

m ik i.lg .jp/site/sou

gourinpokan/

ひろ がれ人権ネッ ト ワークひろ がれ人権ネッ ト ワーク

2 0 26

V ol .5 3 4

2 0 2 6

V ol .5 3 4

■　 次ページ 　「 人権の小窓」（ ２ ８ ５ ）

　 　「 変容する部落差別―教育はどう 向き合う のか」

　 　 　 なぜ、「 人」 より も 「 土地」 に対し て強く 忌避意識が立ち現れるのか

大阪公立大学 経営学研究院 都市経営研究科　 教授　 阿久澤麻理子
　

■ 裏ページ ・ ２ 月隣保館カ レ ン ダー・ 人権啓発映像教材紹介

　 　 　 　 　 　 ・ 専門相談( ネッ ト 上の誹謗中傷等で お 悩みの方）

　 　 　 　 　 　 ・ フ ラ ワ ーア レ ン ジ メ ン ト 教室募集案内

■　 次ページ 　「 人権の小窓」（ ２ ８ ５ ）

「 る ― ど か

　 、「 も 対 識 る

阪 立 学 経 学 究
　

裏 ジ ・ レ 人 材

　 　 門 ッ ト 誹 悩み

　 　 ラ メ 室

人 権 学 習「 町 の 石 ひ 」 フ ィ ー ル ド ワ ー ク の様 子。 今 から お よ そ 1 ４ ０ 年前 、 隣 村 から 水

路 を 引 く 難工 事 を 完 成 さ せ 、 新 田 開 発に 力 を 尽 く し た 先 人 の遺 徳 を 讃 え る 頌 徳碑 （ し ょ

う と く ひ ） の前 で 、 地 域 の指 導者 か ら 話 を 聞く 志 染 小学 校 の 児童 た ち 。　 　 　 　 　 　

人 権 啓 発 紙人 権 啓 発 紙

https://www.city.


変容する部落差別―教育はどう 向き 合う のか
なぜ、「 人」 より も 「 土地」 に対し て強く 忌避意識が立ち現れるのか

  近年、各地の人権意識調査の集計結果を見ると、部

落出身者との「結婚」を避けよう とする意識よりも、「住

宅」の選択において、部落の土地を避けよう とする意

識のほうが、より強く 立ち現れることが多い。「結婚差

別は、あってはならないことだ」と考える人が圧倒的に

多いのに、「住宅の購入にあたって、その土地が部落

かどう かを調べること」や、「条件にあう 物件が見つか

っているのに、部落にある、という 理由で賃貸・購入を

見送ること」が差別だと思う 、と回答する人は、かなり

少なく なってし まう のだ。「人」に対する差別には敏感

に反応するのに、「土地」に対しては、その感 度が鈍

る。それはなぜかと考え続けてきた。

　このことに、一つの答えを与えてく れたのは、約１０年

前の、大阪府堺市の人権意識調査（2 0 15 ）だった。こ

の調査でも、同じく 「結婚」と「住宅の選択」における態

度を聞いているのだが、「人」と「土地」では、「避ける」

「避けない」の割合が逆転していた。具体的には、「子

どもの結婚相手が同和地区の人であった場合、親とし

てどのような態度をとるのか」と聞いたところ、「賛成」

は約４割、「反対」は約２割であったのに、住宅を選ぶ

際に「同和地区を避ける」（「同和地区も同じ 小中学校

区も 避ける」と「同和地区は避けるが、同じ 小中学校

区は避けない 」という 回答を合算）は約４割、「いずれ

に あ っ て も こ だ わ ら な い 」 が 約 ２ 割 と な っ た

(n = 12 9 3 )。

　さらにこの調査では、住宅の選択において、同和地

区の物件を「避ける」と答えた約4 割（n = 5 4 7 ）の者に

対して、その理由を聞いていた。４つの選択肢から選

ぶよう 求めたところ（複数回答方式）、「こわいイメージ

があるから」（＝偏見）、「周りから避けたほう がいいと

言われるから」（＝世間同調意識）の２つがそれぞれ３

割を越えており、続いて「自分も同和地区出身者と思

われるから」（＝「見なされる差別」の回避）が2 割を越

え、「その他」が２割弱となった。「その他」を選んだ者

には、続けて自由回答欄 に具体的な理由を書く よう求

めたところ、なんと、最もまとまっていたのは「不動産の

資産価値」に関する書き込みだった（値上がりが期待で

きないとか、売却に影響がある、など）。

　「現代の部落差別は、近世封建時代の身分制度に由

来する」と学校では教えてきたが、土地の値上がりや採

算性など、封建時代には何のかかわりも ないことだ（そ

もそも、市民が自由に土地を売買できるようになるの

阿久澤麻理子（あくざわまりこ）
大阪公立大学都市経営研究科

教員。社会学・教育学・国際

人権の学際的視点から「変容

する現代社会の部落差別」お

よび「普遍的人権の基準が市

民社会に理解されるために人

権教育が果たす役割」を研究。

1998年より姫路工業大学（2004より兵庫県立

大学）、2011年より大阪市立大学、2022年よ

り大阪公立大学教員。『差別する人の研究 変

容する部落差別と現代のレイシズム』（2003

年、旬報社）、「デジタル時代の部落差別と

『アウティング』―『全国部落調査』裁判を

通して考える」（『現代思想』2025年5月号）

など。

阿久澤麻理子

人権の小窓(285)人権の小窓(285)



人権教育が効いていない？

―差別は個人の言葉や態度だけ　

　 の問題ではない

　では、こうした状況に、人権教育は、どう 向き合う べ

きなのだろう か。実は、各地の人 権意識調査で は、

「人」に対する忌避意識の低減には、学校教育との関

係が確認できるのに対し、「土地」に対する忌避意識

には、それが見られない（例えば、姫路市2 0 2 1;  大分

県2 0 2 3 ; 京都府2 0 2 4 ）。学校で人権・同和教育を受

けた経験が「ある」者は「ない」者に比べて、結婚差別

を 「し ない」という 態度をはっきりと示すのだが、「土

地」に対してはそのよう な関係は全く 見ら れないの

だ！

　これは学校の人権教育が、「人に対して、差別をして

はいけない 」とい う対人的な態度を子どもたちにはし

っかり教えてはいても、差別が社会システムの中に組

み込まれているよう な問 題（部落の地価の問題など

は、差別が不動産市場という 社会システムに組み込ま

れた問題だとい える）には、十分にアプローチできて

いない、という ことを示している。差別は個人の言葉

や態度だけの問題ではなく 、も っと社会のシステムの

問題でもあることを教える必要があるのではないだろ

う か。そうでなければ、学習者の側も 、不動産市場に

組み込まれた差別の問題などは、「自分の直接の行為

ではないから、自分には関係がない」とか、「自分は差

別者ではない」と考えてしまうことになるからだ。

　この「土地」をめぐる問題は、２０２５年６月に公表さ

れた、「人権教育・啓発基本計画（第二次）」にも 盛り

込まれた（第５章「人権教育・啓発の推進」 ２各人権課

題に対する取組 ( 2 ) 各人権課題に対する取組 オ 部

落差別）。不動産業界に対する教育・啓発の必要性と

して示されたものであるが、不動産業界に対して、部

落の所在地情報を求めるのは、顧客である市民でも

あるのだから、これは学校教育・市民啓発の課題とし

て、取り組まねばならないだろう。

  加えて、２０１６年１２月に施行された部落差別解消推

進法は、現在、中学校の公民教科書にも載るようにな

った。学校は、部落問題を歴史だけでなく 、「現代の問

題として」教える責任を課せられたことになる。人権意

識調査から見える「今」の課題を、ぜひ、学校でどう 教

えていく のか、いっしょに考えていきたいと思う。

（ 大阪公立大 学  経営学 研 究院 都市 経営研究 科

　阿久澤麻理子）

は、近代以降のことである）。これらは、封建時代の人

がきけば驚く よう な理由であって、これこそ、現代社

会において、差別が作り替えられていく ことの現れで

ある。

　そして堺市の調査は、なぜ「人」よりも「土地」に対す

る忌避意識がより強く なるのかについても、一定の理

由を示してく れている。それは、「偏見」や「世間同調

意識」は、「人」にも、「土地」にも発動されるが、「（そこ

に住むことで）部落出身者と見なされるかもしれない」

とか、「不動産の値上がりが期待できない」といった心

理は、「土地」に対してのみ生じ る。つまり、「偏見」「世

間同調意識」に、これらが上積みされることによって、

「土地」に対する忌避意識が、より強く 立ち現れるもの

と考えられる。

　ところで 、このよう な話を人権研修の場ですると、

「部落出身者だと見なされたく ないから、部落の土地

に住むことを避けるのは、差別とはいえないと思う 」と

いう 意見が、参加者から時に提起される。「見なされ

たく ない」という のは、言い換えれば、「その人になり

たく ない」とい うことであるから、それは差別だと思う

のだが、しかし、「自分はちがう （出身者ではない）の

だから、ちがう も のはちがう 、と言って何が悪い」と、

反論さ れ、話が平行線をたどったことも ある。みなさ

んなら、こうした意見に、どう自分の考えを返すかと、

考えてみてほしい。
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令和7 年度人 権啓発映像教材

「 見上げれば」
社会における引きこ もり と 人権

～誰も が支え合える社会の実現を目指し て～

　 専門相談（ 職員・ 弁護士）

ネ ッ ト 上 の 誹 謗 中 傷 等 で お 悩 み の 方

　 詳 し く は 、 県 相 談 窓 口 ま で

日　 　 　 　 月　 　 　 火　 　 　 水　 　 木　 　 金　 　 　 土
隣保 館 カ レ ン ダ ー月

フラワーアレンジメント 教室　
「 おひな さ ま」

日　 時　 令和8 年2 月2 7 日(金） 1 8 :3 0 ～

場　 所　 三木市立総合隣保館

参加費　 3 ,5 0 0 円

持ち物　 はさ み、 直径1 5 ㎝ぐ ら いの
                 円形の器か籠

講　 師　 田中真紀さ ん

締め切り 　 令和8 年2 月2 0 日(金）

連絡先 ℡ 0794 8ー2 8ー388 総合隣保館 橘田 まで  

　《 企画意図》
　引きこもりが長期化すると社会や人に

対する恐怖感が強まり、本人や家族の人

生に深刻な影響を与えます。さらに地域

社会との関わりが乏しく存在が見えづら

いため、家族だけで悩みを抱え込む現実

があります。

　このドラマでは、早期の段階で適切な

支援につながることの重要性、信頼でき

る他者とのつながりや、寄り添ってくれ

る人のいる「居場所」が回復のきっかけ

になることを伝えます。

  どのような状況の人にも、寄り添い合

い、誰もが支え合える社会の実現をめざ

し、人権啓発ドラマを制作しました。(出演)　 日野友輔　 中山　 忍　 　

中山脩吾　 海　 斗　 柴田理恵ほか 兵庫県・ 兵庫県人権啓発協会制作(34分）

　 自治会での住民学習をはじ め、 学校・ 職場等の人権

学習・ 研修会等でご活用く ださ い。 本Ｄ Ｖ Ｄ は三木市

立総合隣保館で借り るこ と ができます。 　 　 　 　 　

　 隣保館では、 兵庫県の過去の人権啓発映像教材をは

じ め、 様々なＤ Ｖ Ｄ 、 紙芝居、 図書等を関係機関、 ま

たは市民の皆様に貸出し し ています。
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